
F一宇’ I
ｄ
ｄ
Ｉ法 務 省

－

出
生
地

現
住
所

本
籍

平
成

年一
ハ
ー
ー

一
ハ
ー

五
ノi
ノL

五
九三

一

ノ、

一

フ画五 〃 〃

○

三

Ｈ
１
一
日
一

三 三四 四
一
一
一匹肥 〃一

二

八

一

一

七 三四一一一

検
事
二
級
（
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

静
岡
地
方
検
察
庁
沼
津
支
部
勤
務
を
命
ず
る

静
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

旭
川
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
牛
の
修
習
終
了

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

法
務
嚇
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

事

州
生
年
月
、

氏旧
氏
端

項

名

昭
和
三
五
年
一
月
七
日

お
ち
あ
い
よ
し
か
ず

落
合
義
和

一
庁

司
法
試
験
管
理
委
員
会
一

円
坂
一
尚

法

務 裁
判
所

〃 〃〃 〃〃〃

名
省



｜
’

2 丁

…■ q函

|’
■
た
■
ｑ
■
ロ
Ⅱ
Ⅱ
０
１
０

法 務 省

卜

平
成
年

一
一
一 ○

一
、
ユ
ノ ﾉし

｡

ノ、
〃 『『

fﾉ 〃 〃 〃

L一

一

一 月
一
口
一

_↓~‐
し 七四 五 I几1 |jLI

F『
UP 〃 〃

'．

〃 10
ノノ 〃

一 一

一
一
外
務
事
務
ユ

卜

法
務
省
刑
事
局
参
張
官
に
光
て
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）
に
併
任
す
る

水
戸
地
方
検
察
庁
三
職
検
事
の
指
妬
を
解
く

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
后
換
す
る

水
戸
地
方
検
察
庁
三
席
検
事
に
指
名
す
る

水
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
問
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

検
索
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

帰
朝
を
命
ず
る

か
”
て
法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
刑
事
法
制
企
画
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
大
臣
官
房
剣
法
法
制
部
付
に
充
て
る

一
等
書
記
行
を
命
ず
る

事

（
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

1

1

ｴ百
一、

■

蒲

|〆"！'｡■f

I

I

l紙|和I
_’ －1－ 1

庁

△ロ

義

和
名

内 法 外

務 務〃 〃 〃〃 〃
ｵゲ

ノノ

閣 省 省
1 I



’3丁

一

一一

四

＝〒=つ

△

一
一
一

■Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■

一
一
一

一

九

－ －

一
八 〃

一

七 〃

－

〃

－

平
成
一
六

－

年

七 一 一

四
－

〃 八 〃 〃 七
月

一
一
一

一
一

五
一

一

○ 〃

一
一

五 〃 〃 － △
０

口

東
京
地
方
検
察
庁
公
判
部
長
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

財
務
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る

財
務
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
に
併
任
す
る

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
の
併
任
を
解
除
す
る

除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
補
付
）
）
の
併
任
を
解

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
刑
事
法
制
企
画
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

事
項

〃 〃 〃 〃

法
務
省

国

税

庁
一

法

務

省

国

税

庁

〃

－

内

閣
一

法

務

省
一

庁

名

－

法 務 省



1

Ul■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－ － － － － －

令
和

一
一

－

三

○

二

九 〃

一
一

七

｜
平
成
二
五

－

年

七
、
一
一 四

町一■ a ､の

○
一ﾏ ｰ

一
ハ 四 |月口

一 写＝

七

一

一
一
ハ

－ ぐ

七
一
一

二

三 五

一

○ | □ I
次
長
検
事
に
任
命
す
る

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

さ
い
た
ま
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

富
山
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る 事
項

内

閣
一

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

1

庁
．
名


